
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請の手引 新旧対照表（令和５年３月改訂） 

改訂後 現行 

４頁 添付書類 

２ ・運搬車両の写真【様式２】 

・運搬車両の自動車検査証の写し 

（電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項を添付） 

  ・借入車両の場合はその賃貸借契約書等の写し（注１） 

・事業施設（事務所、事業場、駐車場）付近の見取図 

４頁 添付書類 

２ ・運搬車両の写真【様式２】 

・運搬車両の自動車検査証の写し 

（新設） 

  ・借入車両の場合はその賃貸借契約書等の写し（注１） 

・事業施設（事務所、事業場、駐車場）付近の見取図 

５頁 

１５ 経理的基礎に係る追加書類が必要な場合 

    ・手引きＰ36以降に掲げる書類【書式１～３、必要に応 

じて経営診断書等】 

５頁 

１５ 経理的基礎に係る追加書類が必要な場合 

    ・手引きＰ36に掲げる書類【書式１～３、必要に応じて 

    経営診断書等】 

６頁 

注１） 自動車検査証（電子車検証の場合は、自動車検査証記録

事項）の記載情報から申請者が当該車両の所有権又は使用

権を有することを確認できない場合（所有者及び使用者の

どちらも申請者以外の者の場合）は、当該車両の自動車検

査証等に加えて賃貸借契約書等の写しを提出してくださ

い。 

また、自動車検査証等の所有者と使用者が異なり、申請 

者が当該車両を使用者から借入する場合は、当該所有者と使

用者間の貸借契約等において、転貸が禁止されていないこと

が確認できる書類の提出を求めることがあります。 

６頁 

注１） 自動車検査証の記載情報から申請者が当該車両の所有権

又は使用権を有することを確認できない場合（所有者及び

使用者のどちらも申請者以外の者の場合）は、当該車両の

自動車検査証に加えて賃貸借契約書等の写しを提出してく

ださい。 

 

また、自動車検査証の所有者と使用者が異なり、申請者が

当該車両を使用者から借入する場合は、当該所有者と使用者

間の貸借契約等において、転貸が禁止されていないことが確

認できる書類の提出を求めることがあります。 

７頁 

他都道府県等で既に許可を受けた産業廃棄物処理業等の許可

証（以下、先行許可証という。）を提示（原本を提示したうえで、

７頁 

他都道府県等で既に許可を受けた産業廃棄物処理業等の許可

証（以下、先行許可証という。）を提示（写しを提出）すること



改訂後 現行 

写しを提出）することにより、Ｐ４,５の「▲」のついた添付書

類を省略することができます。 

なお、提示（提出）のあった許可証（原本）は申請受付後直ち

に返却します。 

により、Ｐ４,５の「▲」のついた添付書類を省略することがで

きます。 

なお、提出のあった許可証（原本）は申請受付後直ちに返却し

ます。 

８頁 

・先行許可制度の活用の有無 

あり ・ なし 

 

※「あり」の場合は、先行許可証を提示（原本を提示したうえ

で、写しを提出）し、先行許可証申請時の申請書（１～３面）の

写しを添付してください。 

８頁 

・先行許可制度の活用の有無 

あり ・ なし 

 

※「あり」の場合は、先行許可証を提示（写しを提出）し、先行

許可証申請時の申請書（１～３面）の写しを添付してください。 

 

８頁 

・更新申請における様式１－１・１－３・１－４、様式３の省略

の有無 

省略した様式を〇で囲んでください。 

様式１－１、様式１－３、様式１－４、様式３ 

 

※「省略あり」の場合は、様式の内容に変更がないことを確認し

た上で、下欄に「変更なし」と記入してください。過去の書類が

なく、その内容を確認できない場合には、改めて書類作成して

ください。 

８頁 

・更新申請における様式１－１・１－３・１－４、様式３の省

略の有無 

あり・ なし 

 

 

※「あり」の場合は、 その内容に変更がないことを 確認した

上で 、下欄に 「 変更なし 」 と記入してくだ 

さい。過去の書類がなく、その内容を確認できない場合には、

改めて書類作成してください。 

14頁 

金属等を含む特定有害産業廃棄物取扱一覧表 

 

金属等を含む特定有害産業廃棄物を取り扱う場合は、取り扱う特定有害産業

14頁 

金属等を含む特定有害産業廃棄物取扱一覧表 

 

金属等を含む特定有害産業廃棄物を取り扱う場合は、取り扱う特定有害産業



改訂後 現行 

廃棄物に含まれる金属等の種類に○をつけてください。 
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廃棄物に含まれる金属等の種類に○をつけてください。 

  
燃
え
殻 

汚
泥 

廃
油 

廃
酸 

廃
ア
ル
カ
リ 

鉱
さ
い 

ば
い
じ
ん 

4 有機燐化合物         

 

 

15頁 

□原則として自動車検査証（電子車検証の場合は、自動車検査

記録事項）の「使用者」を記載することとし、所有者と使用者

が同じ（使用者の欄が空欄）場合は、「所有者」を記載してく

ださい。 

15頁 

□原則として自動車検査証の「使用者」を記載することとし、

所有者と使用者が同じ（使用者の欄が空欄）場合は、「所有

者」を記載してください。 

19頁 

[様式１－２] 

・ 自動車検査証(電子車検証の場合は、自動車検査記録事項）を

確認しながら、各項目を記載してください。 

 自動車検査証等の備考欄に「積載物は、土砂等以外のものと

する」という記載がある場合は、当該車両は土砂等運搬禁止

車両に該当するため、３.(１)運搬車両一覧の“備考”欄に、

この旨記載してください。 

19頁 

[様式１－２] 

・ 自動車検査証を確認しながら、各項目を記載してください。 

 

自動車検査証の備考欄に「積載物は、土砂等以外のものとす

る」という記載がある場合は、当該車両は土砂等運搬禁止車両

に該当するため、３.(１)運搬車両一覧の“備考”欄に、この

旨記載してください。 

20頁 

 [様式１－１] ・予定排出事業場（建設現場を除く。）に変更

がある場合 

        ※取り扱う産業廃棄物の種類の変更がある場

20頁 

 [様式１－１] ・予定排出事業場（建設現場を除く。）」に変更

がある場合 

        ※取り扱う産業廃棄物の種類の変更がある場



改訂後 現行 

合は、別途、変更手続き（品目追加→変更申

請、品目減少→変更届）を行ってください。 

 

合は、別途、変更手続き（品目追加→変更申

請、品目減少→変更届）を行ってください。 

 

45頁 

事業の用に供する施設（運搬容器その他これに類するものは除

く。）並びにその設置場所及び構造又は規模（収集運搬車両） 

①運搬車両一覧表【様式８】 

②運搬車両の写真【様式２】 

③自動車検査証の写し 

（電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項を添付） 

④借入車両の場合はその賃貸借契約書等の写し 

注）②③④は、新たに追加された運搬車両のみ添付すること。 

 

45頁 

事業の用に供する施設（運搬容器その他これに類するものは除

く。）並びにその設置場所及び構造又は規模（収集運搬車両） 

①運搬車両一覧表【様式８】 

②運搬車両の写真【様式２】 

③自動車検査証の写し 

（新設） 

④借入車両の場合はその賃貸借契約書等の写し 

注）②③④は、新たに追加された運搬車両のみ添付すること。 

45頁 

（※）自動車検査証等の所有者と使用者が異なり、申請者が当

該車両を使用者から借入する場合は、当該所有者と使用者間の

貸借契約等において、転貸が禁止されていないことが確認でき

る書類の提出を求めることがあります。 

45頁 

（※）自動車検査証の所有者と使用者が異なり、申請者が当該

車両を使用者から借入する場合は、当該所有者と使用者間の貸

借契約等において、転貸が禁止されていないことが確認できる

書類の提出を求めることがあります。 

 


